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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
・
学
生

納
付
特
例
の
免
除
等
の
申
請
が
で
き
ま
す

　

平
成
２９
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
額
１
万
６
，４
９
０
円
で
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

経
済
的
に
困
難
な
場
合
に
は
、
国
民
年
金

保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特

例
の
申
請
を
行
い
、
日
本
年
金
機
構
で
前

年
所
得
な
ど
を
審
査
し
て
承
認
を
受
け

る
と
保
険
料
の
納
付
が
免
除
、
ま
た
は
猶

予
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
２９
年
度
の
申
請
の
受
付
は
７
月

１
日
か
ら
平
成
３０
年
６
月
分
ま
で
の
期

間
を
対
象
と
し
て
審
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
保
険
料
を
納
め
忘
れ
の

状
態
で
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。

　

失
業
等
で
経
済
的
に
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
人
や
、
申
請

を
忘
れ
て
い
た
た
め
未
納
期
間
が
あ
る

人
な
ど
も
、早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
日
か
ら
２
年
１
か
月
分
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
免
除
申
請
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
老
齢
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
は
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
国
民
年
金

の
保
険
料
免
除
期
間
な
ど
を
合
算
し
た
資
格

期
間
が
２５
年
以
上
必
要
で
し
た
が
、
平
成
２９

年
８
月
１
日
時
点
で
資
格
期
間
が
１０
年
以
上

あ
れ
ば
老
齢
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

資
格
期
間
が
１０
年
以
上
２５
年
未
満
で
該
当

す
る
人
へ
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
年
金
請

求
書
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
早
め
に

手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

受
給
資
格
期
間
が
短
縮
さ
れ
ま
す

問い合わせ 佐賀年金事務所　☎31−4191 市民生活課 保険年金係　☎75−2159

　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

を
８
月
以
降
も
継
続
し
て
受
給
す
る
に

は
、『
現
況
届
』
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

該
当
さ
れ
る
人
に
は
郵
送
で
通
知
を
し

て
い
ま
す
。
手
続
き
が
遅
れ
る
と
受
給
が

遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
受
付
期
間

　

児
童
扶
養
手
当

　
　

８
月
１
日
㈫
～
８
月
２５
日
㈮

　

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
　

８
月
１4
日
㈪
～
８
月
１８
日
㈮

■
受
付
場
所

　

福
祉
課�

こ
ど
も
係

　

※�

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手

当
は
、
受
給
資

格
が
あ
っ
て
も

手
続
き
を
し
な

い
と
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

　

多
久
市
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
と
多
久

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
で
は
、
親
と
子
で
ゆ
っ

く
り
と
し
た
ふ
れ
あ
い
の
時
間
を
過
ご
し

て
も
ら
お
う
と
、
バ
ス
旅
行
を
実
施
し
ま

す
。
楽
し
い
思
い
出
づ
く
り
に
参
加
し
て
み

ま
せ
ん
か
？

■
日　

時

　

８
月
２７
日
㈰　

８
時
３０
分
～
１７
時（
予
定
）

■
行
き
先

　

佐
世
保
…�

森
き
ら
ら
・
海
き
ら
ら

　
　
　
　
　

昼
食
（
バ
イ
キ
ン
グ
）

　
　
　
　
　

遊
覧
船
ク
ル
ー
ズ

■
対
象
者

　

�

ひ
と
り
親
家
庭
の
子

ど
も（
中
学
生
ま
で
）

と
そ
の
保
護
者

■
参
加
費　

無
料

■
持
っ
て
く
る
も
の

　

水
筒
、
着
替
え
、
タ
オ
ル
な
ど

■
申
込
期
限　

８
月
１８
日
㈮

■
申
し
込
み

　

福
祉
課�

こ
ど
も
係　

☎︎
７５
ー
６
１
１
８

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

『
現
況
届
』の
届
出
時
期
で
す

親
と
子
の
ふ
れ
あ
い
バ
ス
旅
行

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

問い合わせ 福祉課 こども係　☎75−6118問い合わせ 福祉課 こども係　☎75−6118


